
令和３年度やまがた緑環境税活用事業《事業の概要》 

（森林ノミクス推進課所管事業） 

１ 荒廃森林緊急整備事業  

２ 森林資源再生事業  

３ 森林資源循環利用促進事業 

４ 広葉樹林健全化促進事業  
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１ 荒廃森林緊急整備事業 (R3: 577,589 千円)〔うちやまがた緑環境税 491,084 千円〕 

■人工林整備（手入れが不十分で荒廃のおそれのある人工林の整備）

事業量 685ha 306,970 千円（やまがた緑環境税 220,465 千円、国庫補助金等 86,505 千円）

１ 針葉樹林維持型 
（スギ人工林を再生し環境に配慮した森林経営を

展開）

管理放棄された針葉樹人工林を再生し長期的な

管理を継続するため、不良木の間伐及びこれに必要

な森林作業道の設置などを実施 

２ 針広混交林型 
（水源かん養など公益的機能の高い森林を育成） 

  管理保全された針葉樹人工林を広葉樹が入り交

じった公益的機能の高い森林に誘導するため、強度

の間伐等を実施 

■里山林整備（病害虫被害などで活力が低下している里山林の再生）

事業量 380ha 270,619 千円（やまがた緑環境税 270,619 千円）

病害虫や気象害等の被害木の伐採、広葉樹の植

栽及び簡易土留柵の設置など 

①県実施（委託事業）： 森林整備 318ha

②森林組合等実施（補助事業）： 森林整備 367ha

令和３年度の取組み 

気象害や病虫害などで活力が低下した里
山林の整備や森林景観の整備、人と動物
との共存林の整備の推進 

間伐と作業道設置による、健全な森林経
営の推進 

①県実施（委託事業）： 森林整備 329 ha ＋ 緊急伐採 500m3

②市町村実施（補助事業）： 森林整備 51ha
・幹線道路沿いなどにある景観が悪化している森林の景観改善及び野生生物との緩衝帯設置を目的とした森林整備に対する
補助

水源かん養機能や土砂流出防止機能の維
持増進のための針広混交林整備の推進 
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１ 事業の背景・課題 

・近年、記録的な豪雨の多発により、林地の崩壊や土砂の流出など県民生活に影響を及ぼす事態が発生
している。また、人工林の伐採跡地についても、造林を行わず放置することで、森林の再生が遅れ公
益的機能が低下することが懸念される。

・多くの森林所有者は、所有規模が小さいことや、主伐の収益が低く、再造林に踏み切れない状況にあ
る。

・このため、主伐後の再造林を推進し、公益的機能の低下をくい止め、森林の保全と利用が両立された
持続的な森林管理を行っていく必要がある。

２ 事業の概要 

① 再造林経費支援事業
・事業内容：森林の有する公益的機能の維持増進及び持続的な発揮を図るために、再造林に要する経費

の一部を支援する。 
・事業主体： 森林組合、林業事業体 等
・事 業 量 : ８５ｈａ
・事 業 費 : １１，９２９千円（やまがた緑環境税）
・補 助 率： 再造林の１ha 当たり標準経費の 12％相当額

② 苗木購入経費支援事業
・事業内容：小面積で森林経営計画が作成できず、皆伐後の再造林の国庫補助事業を活用できない場合

などに、再造林に要する苗木購入経費を支援する。 
・事業主体：森林所有者、森林組合、林業事業体 等
・事 業 量：１ｈａ
・事 業 費：３８１千円（やまがた緑環境税）
・補 助 額：苗木購入費用の全額（100％）

③ 低コスト再造林実証事業
・事業内容：再造林を推進するにあたり、生産する木材の用途に合わせた造林手法を確立し、再造林の

低コスト化を図るため実証する。 
・事業主体：県
・事 業 量：３ｈａ
・事 業 費：１，４５８千円（実証事業）（やまがた緑環境税）

２ 森林資源再生事業 (R3: 13,768 千円) 

健全な森林のサイクル 

皆伐跡地 
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【事業量】　４９，０００m3 【事業費】　２５，９００千円 【補助率】　定額 (出荷先の区分別に400～1,700円/m3を上限）

３　森林資源循環利用促進事業 (R3: 25,900千円)

【 目　的 】

　森林環境緊急保全対策事業などで発生する間伐材等については、搬出経費が高く、採算が合わないことなどから低質材が利用されない状況にある。こうし
た低質材について、集成材用ラミナや合板、チップやペレット等のバイオマス燃料での利用拡大を図る目的で、運搬経費に対して支援を行い、環境の保全と
森林資源の循環利用を図る。

伐
採

間伐の伐採及び
玉切りは、国庫補
助事業、緑環境税
活用事業で支援

集
材
・
運
搬
等

対
象
外

本
事
業
で
支
援

【 事業内容 】

民有林の間伐等で発生する木材を、集成

材（ラミナ）や合板等の用材及び熱利用や

発電用のチップ・ペレット等の木質バイオマ

ス燃料に利用するための搬出に要する経費

を支援する。

【 補助対象者 】

間伐材の伐採・搬出に関する調整等を通じ

て、工場と出荷に関する協定書等を結び、

出荷する団体等

燃料利用

バイオマス燃料への利用が主体の林内合板等への利用が主体の林内

生育の比較的悪い森林素材利用 生育の比較的良い森

伐採で発生し林地に残された低質材

燃料利用

間 伐 材 林地残材（伐採で発生した低質材）

チップ・ペレット加工工場（熱利用・発電）集成材(ラミナ)加工工場・合板工場 チップ・ペレット
加工工場（熱利用）
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４ 広葉樹林健全化促進事業 (R3: 800千円)

１ 目的

２ 事業内容

切り株からの萌芽更新による森林の若返りを図るため、ナラ枯れ被害の拡大の恐れのある森林を伐採し、チップやペレットに利用しな
がら森林病害虫を駆除する取組みに対して、経費の一部を助成する。

①事業実施主体 伐採搬出を行う県内の森林所有者や森林組合、素材生産業者

②助成額 伐採木の搬出利用 1,000円/㎥ （事業量 800㎥×1,000円/㎥＝800千円）

③採択要件 搬出に不利な立地条件にあるナラ枯れ被害林において、被害木を含む広葉樹の皆伐を実施し、伐採木の搬出に

必要な作業道を開設し、すべての伐採木を搬出利用するもの。

【事業の流れ】

チップ・ペレットなど
伐採木の有効活用

伐採木を工場へ運搬

森林の若返り

伐採・作業道開設

ナラ枯れ被害を受けた森林

萌芽更新
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１ みどり豊かな森林環境づくり推進事業 

２ やまがた絆の森づくり推進事業 

３ 森づくりサポート体制推進事業 

４ 生物多様性戦略推進事業 

５ 鳥獣管理推進事業 

６ 野生鳥獣捕獲体制強化支援事業 

７ 大型野生鳥獣等野生復帰事業 

８ やまがた木育推進事業 

９ みどりの循環県民活動推進事業 

10 やまがた緑環境税評価・検証委員会 

令和３年度やまがた緑環境税活用事業 《主要事業の概要》 

（みどり自然課所管事業） 
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【目的】 

地域住民や市町村等の多様な主体が行う計画的かつ広がりのある活動や、地域と連携して行う森づくり活動等を支援する。 

１ みどり豊かな森林環境づくり推進事業 （（RR33：：111166,,889955 千千円円）） 

【 対 象 事 業 及 び 例 示 】 

【対象事業項目及び例示】 

１ 豊かな森づくり活動 [例] 地域住民との協働による里山林の保全活動 

２ 自然環境保全活動 [例] 希少野生生物の生息地の保全活動 

３ 森や自然とのふれあい活動 [例] 子ども達や地域住民に対する森林・自然環境学習 

４ 木に親しむ環境づくり [例] 木材の地産地消の取組み、木育の取組み 

◎ 地域活性化を視野に⼊れ、地域連携で⾏う活動への⽀援

市町村が「里山再生ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ」に基づき実施する事業への支援

事業実施主体：市町村

交付上限額  ：708 千円～5,787 千円/市町村

※基礎額、森林面積割、人口割を概ね１：１：１

となるよう設定し、市町村毎に算定

事業費 ：60,051 千円 

※「里山再生アクションプラン」とは 
 市町村が里山地域の活性化を図るために作成する、地域の課題や特性を踏
まえた、地域住民との協働による森づくり等の活動計画 

◎ 多種多様な主体の参画による広がりのある活動への⽀援

１ 県民提案型 

地域住民やＮＰＯ等が直接実施する活動への支援 

事業実施主体：地域住民、ＮＰＯ等 

交付上限額  ：500千円/事業実施主体 

事業費   ：28,422千円 

２ 市町村提案型 

市町村が地域のニーズや要請に対応して実施する事業への支援 

事業実施主体：市町村 

交付上限額  ：5,000千円/事業実施主体 

事業費   ：28,422千円 

【地域提案事業】 【市町村里山再生アクションプラン事業】 

【対象経費】以下の経費について、10 分の 10 以内とする 

①報償費 ②旅費 ③需用費 ④役務費 ⑤使用料 ⑥委託料 ⑦負担金（負担金は事業実施主体が市町村の場合のみ）

※ 対象とならないもの：飲食代、土地の借上げ代、汎用性の高い備品購入費（例：パソコン、デジカメ、チェーンソー）など

【事業効果】 
県民の豊かな発想や自主的な行動を伴う森づくり活動等を実践してもらうことにより、県民の森づくりへの参加意識を一層高めるとともに、

森林整備を下支えする保全活動の県内全域への底辺拡大及び定着が期待できる。 
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【目的】 企業が環境貢献や社会貢献の一環として実施する「森づくり活動」を推進するため、企業・県・森林所有者等で協定を締結し、活動を支援

する。また、企業と地域との交流により、里山地域の活性化を図る。 

２ やまがた絆の森づくり推進事業費 （（ＲＲ３３：：11,,220055 千千円円）） 

【事業効果】 

○やまがた絆の森での企業と地域の交流の促進による里山地域の活性化の実現。

【やまがた絆の森づくり推進事業の概要】 

１ やまがた絆の森づくりの推進 

 企業、森林所有者、県による｢やまがた絆の森｣協定の締結を推進し、

企業が取り組む森づくり活動を支援する。

①ＰＲパンフレットの作成

②企業訪問によるＰＲ

③企業と森林所有者との調整や協定締結

④森づくり活動の企画提案や調整

⑤森づくり活動の指導や活動機材の貸し出し

⑥ＨＰを活用した情報発信

⑦企業間の交流

①～③ 主に県庁 ④～⑥ 主に総合支庁 ⑦やまがた公益の森づくり支援センター（委託）

２ 山形県ＣＯ２森林吸収量認証制度 

 企業が行った森づくり活動の見える化を行うため、整備した森林のＣＯ２吸収量を評価して 

認証する。 
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【目的】 

 地域住民や市町村、企業などが行う活動や地域と連携して行う森づくり活動への支援が求められているほか、県民参加の森づくりを支える体制

の強化が必要となっている。このため、森づくり活動団体への支援の充実や、森づくり指導団体間のネットワーク化の推進、森づくり支援体制を

支える指導者のスキルアップを図り、森づくり活動の支援体制を強化する。 
１ 森づくり活動団体支援業務 

(1) 森づくり活動団体への支援

・ 森づくり活動団体向けに現地での安全

指導や技術指導を行う。

(2) 森づくり指導者の派遣

・ 団体のニーズに対し、森づくり活動に

関する技術力を持つ指導者を派遣する。

３ 森づくり活動推進業務 

(1) 森づくり実践研修

・ 森づくり活動団体の指導者を対象とした個別の指導を行う森づく

り実践研修の実施。

(2) 森づくり安全研修会の開催

・ 安全に森づくり活動を実施するために

必要な応急処置方法や森林内でのリスク

の発見・把握方法などの安全管理技術の

習得を目的とした研修会を開催。

(3) 森づくり指導団体のネットワーク化の推進

・ 指導団体のネットワーク化を推進するため、森づくり指導者研

修会を開催。

(4) 森づくり発表会の開催

・ 森づくり活動の成果を発表する報告会を

開催。（講演、各種活動発表 等）

(5) 普及啓発・広報

・ やまがた緑環境税の広報及び普及啓発

・ 森づくりに関する情報収集及び提供。

（主にＨＰによる）

２ やまがた絆の森づくり活動支援業務 

(1) 企業の森づくり活動の支援

・ 企業の社会貢献（CSR）活動としての

森づくり活動に対し、安全指導や技術

指導を行う。

(2) 森づくり指導者の派遣

・ 企業のニーズに対し、森づくり活動に

関する技術力を持つ指導者を派遣する。

【事業の効果】 

森づくり活動団体数の拡大や森づくり活動の活性化、多様なニーズに対応できる支援体制の整備が図られるとともに、地域の指導団体のネット

ワークが構築され、県民参加の森づくりを支える体制の強化が図られる。

３ 森づくりサポート体制推進事業 （R3：13,399 千円） 
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【目的】  １ 森林生態系をはじめとする自然環境について、動植物の生育・生息動向などの自然環境の変化等について総合的にモニタリング調査のうえ、必要に応じて保全対策を実施し、多様

な生態系を育むみどり豊かな山形を未来に継承していく。また、調査結果等は県民に広く情報提供を行い、生物多様性の保全・創造・活用の推進に向けた意識の醸成や普及啓発、

保全対策等の基礎資料とする。 

２ 自然環境モニタリング総合検討委員会で、モニタリング調査計画や調査結果の分析、保全対策等の検討を行う。

４〈ＲＲ３３年年度度  生生物物多多様様性性戦戦略略推推進進事事業業費費  自自然然環環境境総総合合モモニニタタリリンンググ調調査査事事業業  （（22,,770022 千千円円））〉 

【自然環境総合モニタリング事業体系】 

【（１）自然生態系保全モニタリング調査  (R3：2,596 千円)】 【（２）自然環境モニタリング総合検討 

委員会 (R3：106 千円)】 

○ 目  的

自然環境モニタリング調査の調査方法の検討

や調査結果の分析、保全対策の検討を行うため、

各分野の専門家等で構成する自然環境モニタリ

ング総合検討委員会を設置する。

○ 委員構成

森林植生、野生動物、昆虫類、水生・湿性植

物などの専門家等（５名程度） 

○ 開催計画

１回開催

○ 検討事項

自然環境、生態系等の異変の原因解明、保全

対策の検討、調査に関すること、調査成果のと 

りまとめ指導等に関すること 

① 自然環境現況調査 (1,256 千円)
調査目的 山岳森林地域や里山の自然環境をモニタリングし、異変等を早急に把握し、その原因を解明する。 

調査箇所 自然環境の実態を生態系（湿原、風穴等）ごとに県内各地で調査を行う。

調査項目 生態系ごとに、植物調査、指標昆虫調査、魚類調査、小動物調査等、定量調査を含めて実施

実施体制 環境科学研究センターが関係機関や専門家等の協力を得て実施

② ブナ・ナラ豊凶調査  (454 千円)
調査目的 森林の更新や野生動物の生息動向に大きな影響を与えるブナ・ナラ等堅果類の豊凶をモニタリング

し、森林生態系の異変等を把握し、原因を解明する。 

調査箇所 県内 30 箇所に設定した調査サイトを調査。  

調査項目 堅果数及びサイズ【ナラ類】、雄花及び雌花（堅果）数【ブナ】 

実施体制 環境学研究センターが関係総合支庁（森林整備課）、専門家等の協力を得て実施 

③ 森林生態系保全モニタリング事業 （500 千円）
調査目的 トウヒツヅリヒメハマキ及びキクイムシによる森林被害発生後の蔵王地域の森林生態系の推移を

モニタリングするとともに、病虫害被害対策や森林更新手法の検討を行う。

調査箇所 蔵王国定公園特別保護地区など 

調査項目 被害状況の把握、被害発生の予測、防除法の調査、被害林更新技術の検討 

実施体制 森林研究研修センターが関係機関や専門家等の協力を得て実施 

④ 自然環境調査基礎研修 (40 千円)
環境科学研究センターの専門研究機関としての機能の向上、強化を図るため、職員の基礎知識や研究技術の

充実を図る。

⑤ 希少野生植物の植生調査 (346 千円)
調査目的 県内でニホンジカの目撃が急増しており、県内の希少野生植物への食害が懸念されることから、限

定的な地域にのみ生育する希少な野生植物について、モニタリング調査を継続して実施することに

より、被害対策に活かすことを目的とする。 

調査箇所 県内の希少野生植物が生育する地域２箇所 

調査項目 被害状況の把握 

実施体制 山形大学理学部への委託 
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鳥獣保護管理員の保険料（一財 210 千円） 

非常勤特別職員の職の見直しに伴い計上

 

特定計画等の推進及び検証（一財 658 千円） 

特定鳥獣保護管理検討委員会の開催 ４回

【目的】鳥獣保護管理法第７条の２に基づき本県が定める第二種特定鳥獣管理計画（ニホンザル、ツキノワグマ、イノシシ及び

ニホンジカ）により、被害の軽減と生息数を適正な水準に管理するための対策を推進するとともに、森林生態系にも影響を及ぼ

す野生鳥獣に関する調査を継続的に実施しながら、生息状況の把握に努める。

また、第 13 次鳥獣保護管理事業計画、第４期ツキノワグマ管理計画、第４期ニホンザル管理計画を策定する。 

５ 鳥獣管理推進事業（R3：7,712 千円（12,387）） 

 

１ ツキノワグマ生息状況調査（税事業 R3：4,172 千円（R2:4,241 千円)＋保険料個人負担分：98（98）） 

（１）春季捕獲時の目視調査（税事業 R3：1,978 千円（R2:1,978 千円））

・ 残雪期にクマの生息域に入り、クマを追出し、目視によりクマを数え、生息密度を算定し、ツキ

ノワグマの個体数推定を行う。 委託先：（一社）山形県猟友会 

（２）カメラトラップ調査（税事業 R3:2,194 千円（R2:2,263 千円）＋保険料個人負担分：98（98））

・ 狩猟者の減少により、目視調査が困難になってきている地域について、カメラトラップ調査に

より生息数を把握する。（環境科学研究センター直営）
【調査対象：１山系 （蔵王山系（山形市、上山市）】 

２ 里山に出没する大型野生鳥獣生息動向調査（税事業 R3：1,530 千円（R2:1,530 千円）） 

・ 農作物被害を及ぼしているニホンザル等大型野生鳥獣について、全市町村対象アンケートや自動

撮影カメラ（鶴岡市内）による生息動向調査 （委託先：山形大学農学部）

３ ニホンジカに関する現地調査（国庫 R3：974 千円（R2:5,580 千円））

・ 県内全域に生息している可能性が高いニホンジカについて、自動撮影カメラによる調査に加え、

繁殖期の鳴き声による調査を実施し監視の体制を強化する。

（森林研究研修センター直営）

４ 野生鳥獣等目撃情報収集調査（税事業 R3：70 千円（R2:70 千円）） 

・県内に生息域を広げるニホンジカやイノシシの目撃情報を収集（各総合支庁環境課）

１ 第二種特定鳥獣管理計画の推進及び検証 658 千円（R2：658 千円） 

２ 野生鳥獣に関する調査の内容 6,844 千円（R2：11,519 千円） 

カメラトラップ調査状況

調査で撮影されたシカ（遊佐町） 

３ 鳥獣保護管理員費 210 千円（R2：210 千円） 

うちやまがた緑環境税 5,772 千円（5,841） 
 国庫（農林水産省、林野庁）  974 千円（5,580） 
 一財  868 千円（ 868） 
 諸収入（保険料個人負担分）  98 千円（ 98） 
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【目的】 

有害捕獲など野生鳥獣の管理を担う狩猟者の減少に歯止めをかけるため、（一社）山形県猟友会が取り組む新規狩猟者の確保・育成に資する事業を支援する。 

また、生息が拡大しているとみられるイノシシの捕獲を行うとともに、鳥獣保護管理法に規定する指定管理鳥獣であるイノシシ、ニホンジカを効率的に捕獲できる体制を有する組織を育成 

するため、捕獲等事業を実施する。さらに、ツキノワグマの農林被害を軽減し、人身被害を未然防止するため、春季捕獲に取り組む猟友会を支援する。 

６６  野野生生鳥鳥獣獣捕捕獲獲体体制制強強化化支支援援事事業業（（RR33：：2255,,669900 千千円円）） 

【事業効果】 

◇狩猟免許試験合格者数の増加
◇（一社）山形県猟友会会員数の増加
◇イノシシ・ニホンジカの捕獲体制強化
◇ツキノワグマの春季捕獲の強化による農林被害の軽減、人身被害の未然防止

１ 背景（現状と課題） ３ スケジュール 

○ 有害捕獲など野生鳥獣の管理について、こ

れまで、（一社）山形県猟友会がその役割を担

ってきたが、会員の減少及び高齢化により、対

応が困難になってきていることから、新たな担

い手確保が急務である。

県猟友会会員数 S53：7,141 人⇒R2：1,688 人 

２ 事業の内容 

新規狩猟者確保・育成対策事業［2,550 千円］ 

○ 新たに猟友会会員となり有害捕獲に従事する者の銃・ガンロ

ッカー・装弾ロッカー等の物品購入に対し、猟友会が支援を行う

場合に、一定額を補助。

対象：狩猟免許取得後３年以内の猟友会員。 

指定管理鳥獣捕獲等事業［21,809 千円］ 

・生息状況調査

・指定管理鳥獣（イノシシ）捕獲

・捕獲技術向上及び安全管理技能習得のための鳥獣管理研究会

共生の担い手育成事業［緑環境税 303 千円］ 

〇 人と自然が共生する森づくりの一環として、森林生態系

を支える多様な野生鳥獣の保護並びに管理に資する狩猟者

を育成するため、初心者向け狩猟免許講習会を開催。 

全５回開催 

うち やまがた緑環境税 303 千円 

○ イノシシは平成16年頃から生息を回復し、

農作物被害を増加させており、適切な管理が必

要であるが、明治期以降絶滅していたため本県

の狩猟者は捕獲経験が浅く効率的な捕獲がで

きないことから、捕獲技術の高い組織の育成が

課題である。

○ ニホンジカは平成 21 年頃から目撃される

ようになり、平成 27 年には長井市でスギの葉

を胃に大量に含んだ個体が捕獲されているな

ど、個体数増加に伴い、農林業被害の発生が懸

念されている。

他県の状況からみると、一度被害が出始めれ

ば、手を付けられなくなるおそれがあるため、

密度の低い状況から対策を行う必要がある。

令和元年度目撃件数 181 件 

新規狩猟者確保・育成対策事業 

12 月～３月 銃等備品購入経費等の補助 

共生の担い手育成事業 

６月～９月 講習会の実施

指定管理鳥獣捕獲等事業 

（１）生息状況調査（委託）

９月～３月 専門業者へ委託

（２）鳥獣管理研究会（直営）

①捕獲技術研修会（わな）（６月）庄内

②捕獲技術研修会（わな）（７月）最上

③捕獲技術研修会（わな）（８月）西村山

④捕獲技術研修会（銃猟）（10 月）置賜

⑤成果報告（２月）

（３）捕獲事業（委託）

８月 事業実施地区決定、発注

11～２月 捕獲事業実施

ツキノワグマ管理推進事業［668 千円］

〇 人身被害や農林被害の未然防止を図るため、春季捕獲による

個体数調整に取り組む猟友会を支援。

ツキノワグマ管理推進事業

４月～５月 春季捕獲

６月～ 補助
ライフル銃購入経費補助事業［360 千円］

〇 大型獣捕獲の担い手となるライフル銃所持者を確保するた

め、新たにライフル銃を購入する狩猟者に対し補助。

ライフル銃購入経費補助事業

12 月～３月 ライフル銃購入経費等の補助
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【目的】 人と自然が共生する森づくりの一環として、豊かな森林生態系を構成する多様な野性鳥獣の保護を推進するため、傷

病等で救護又は捕獲された大型鳥獣の野生復帰のための総合的な治療訓練、移送、放鳥獣を行うとともに、その業務を担う人材

の育成を行う。 

７ 大型野生鳥獣等野生復帰事業費 （R03：1,440 千円） 

○大型鳥獣等野生復帰事業（R03：1,333 千円）

野生鳥獣の専門家（獣医師等）を擁する事業者に業務委託し、

傷病等で保護・捕獲された野生鳥獣を野生に復帰させる。 

・県内各地で保護された野生鳥獣に対し、必要に応じて

治療を行い、猟友会等の協力を得て、安全な奥山等へ

移送し、放鳥獣する。

・鳥獣救護所で救護され、状態が落ち着いた野生鳥獣を、

必要に応じて治療や訓練を行い、安全な奥山等へ移送し、

放鳥獣する。

・救護所の巡回指導を行う。

大型鳥獣等野生復帰事業の内容 

○保護された野生鳥獣（カモシカ）の状況

うち やまがた緑環境税 1,333 千円
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「やまがた木育」を推進するため、やまがた木育推進委員会を開催し、情報の共有・意見交換を行う。（年１回 ９月開催） 

・ 「やまがた木育」は、人生のあらゆる場面を通して、乳幼児からお年寄りまでの全ての世代で取組む。

・ 幼い頃から育まれる森や自然に感謝できる豊かな心は、子どもの視野を広げ、地域を愛する気持ちの礎になるため、子どもに対する取組みを重点的に実施する。 

【目的】 本県の森林は県土の７割を占め、ブナの天然林は日本一の面積を誇るなど、緑豊かな自然環境に恵まれている。これらの森林は、県土の保全や

地球温暖化の防止、さらには木材の供給など、県民に多くの恵みをもたらす県民共有の財産であり、後世に守り伝えていくためには、県民ひとり一人が森

とともに生きていることや、木を活かす暮らしの大切さを改めて理解し、行動を起こすことができる人づくりが大切である。 

 このため県では、幅広い年齢層に森や自然の大切さを学び、森や木の文化を見つめ直す「やまがた木育」を推進し、県民の豊かなみどりを守り育む意識

を醸成する。 

８ やまがた木育推進事業 （（ＲＲ３３：：33,,331177 千千円円）） 

や ま が た 木 育 推 進 事 業 の 概 要 

【事業効果】 やまがた木育を通して「森からの恩恵を受けるのみではなく、一人ひとりが森と共に生きていることや、木を活かす暮らしの大切さを改め

て理解し、行動を起こすことができる人」が育まれ、森づくり参加者の増加や山形の森や木に対する愛着が生まれることにより、県民の森林

等に対する理解や豊かな緑を育む意識の醸成を図ることができる。 

【（１）やまがた木育推進委員会の開催  〔110 千円〕】 

【事業の基本方向】 

やまがた木育を普及させるために、その理念を理解して指導できる人材を養成する講座を開催する。 
① 新たに木育活動を行う人向け[スタートアップ講座]
内容：「やまがた木育」の教材の活用や森の働きや木の良さを理解してもらう。（基礎講座）
村山・置賜ブロック、最上・庄内ブロックで各半日、募集人数各30名程度

② 木育活動を更に展開していく人向け[スキルアップ講座]
内容：「やまがた木育」を理解したうえで、自らの活動に取り入れる方法を学ぶ。（専門講師による講座）
村山・置賜ブロック、最上・庄内ブロックで各１日、募集人数各10名程度

【（３）県民みんなでやまがた木育の推進  〔655 千円〕】 

教材を提供し、子どもに対するやまがた木育の活動を重点的に支援することで、森や自然に感謝できる豊かな心を育み、子どもの視野を広げ、地域を愛する気持ち
の礎を築く。
① 木製スプーンづくりキット（小学校低学年向け） 【配布先】放課後児童クラブ、やまがた木育に取組む施設（県民の森、少年自然の家）等。
② 副教材「やまがたの森林」及びガイドブック、森のたんけん手帳（小学校高学年向け）【配布先】県内各小学校、みどりの少年団等。

【（２）子どもの成長に合わせたやまがた木育の推進 〔2,552 千円〕】 

研修会のイメージ
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10  やまがた緑環境税評価・検証委員会の運営 （（  RR33：：11,,336688 千千円円  ）） 

【やまがた緑環境税評価・検証委員会の開催、評価・検証等の実施】 

やまがた緑環境税評価・検証委員会の開催 

県民各層の代表から構成する第三者機関の設置、開催（年 3回開催予定） 

・委員：11 名（公募委員 3名、一般委員 8名）

・任期：3年 （R1.8.1～R4.3.31） 委員は第６期

（五十音順、敬称略）

【目的】やまがた緑環境税を活用する施策を適正かつ効果的に進めるため、やまがた森林ノミクス県民会議の内部に設置し、次の業務を担う。 

①やまがた緑環境税を活用した事業の効果の評価検証 ②施策等の制度・仕組みの点検、見直しに関する協議

③県民参加の森づくりの普及啓発の推進    など 

また、やまがた緑環境税条例（附則）で定められた見直し時期が令和２～３年度であるため、令和２年度から実施しているやまがた緑環境税制度の

評価・検証を継続して実施する。 

評価検証プロジェクトチームの設置・開催 

委員会で検討するための論点整理・報告書（最終案）の作成 

・委員：13名

外部委員: 森林科学・林業・森づくり活動等の有識者  4 名 

内部委員：環境エネルギー部次長・みどり自然課長・森林ノミ

クス推進課長・税政課長・森林研究研修センター所

長、各総合支庁森林整備課長    9 名

・任期：2年  （ R2.4 ～ R4.3 ）

※ 下部組織としてワーキンググループ（森林整備・県民参加の

森づくり）を設置

やまがた緑環境税評価・検証委員会委員名簿

所属 役職 氏名 摘要

環境教育・
木育関係者

監事 齋藤　眞知子

1 　山形県市町村教育委員会協議会教育長会 会長 荒澤　賢雄

消費生活関係者

3 　山形県森林組合連合会 代表理事会長 佐藤　景一郎
森林所有者・
林業事業者

2 　山形県消費生活団体連絡協議会

公募委員

4 　山形県青年林業士会 監事 佐藤　さつえ

髙谷　時子

森林所有者・
林業事業者

5 イヌワシの森倶楽部 高橋　知美

納税協力関係者

8 　NPO法人環境ネットやまがた 二藤部真澄 公募委員

6 　一般社団法人山形県法人会連合会

9 　林業女子会＠山形 野木　桃子

10 　山形大学農学部 准教授 林 　雅秀

　山形県木材産業協同組合 理事長 松田　賢

公募委員

森林分野有識者

木材産業事業者

7 　山形経済同友会 副代表幹事 武田　良和 経済団体

11

所属 役職 氏名

＜外部委員＞

代表理事常務 渡邊　真司

1 　山形大学農学部 准教授 吉村　謙一

3 　東北公益文科大学公益学部 教授 呉　尚浩

2 　山形県森林組合連合会

4 　NPO法人環境ネットやまがた 事務局長 大場　健一

やまがた緑環境税活用事業評価・検証プロジェクトチーム名簿
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